
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 配慮市長意見書等を総合的に検討して 

計画段階配慮書の内容を変更した事項 
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第1章 配慮市長意見書等を総合的に検討して計画段階配慮書の内容を変更した事項 

令和６年７月に提出した「旧上瀬谷通信施設地区と東名高速道路を直結する新たなインターチ

ェンジ整備事業 計画段階配慮書」（以下、「配慮書」とします。）に対する配慮市長意見書等を

総合的に検討し、配慮書の内容を変更した事項は、表 1.1 に示すとおりです。 

 

表 1.1 配慮書の内容を変更した事項 

項目 
配慮書からの 

変更点 
方法書での記載概要 

方法書 
該当ページ 

都市計画対象事業 
の計画内容 

都市計画対象事業の
内容、規模 

都市計画の起終点位置の整理及び事業計画の
進捗に伴い、延長を更新しました。 

p.2-1、p.2-5 

対象事業実施区域 
事業計画の進捗に伴い、示し方を更新しまし
た。 

p.2-3 

都市計画対象事業の 
目的 

事業計画の進捗に伴い、目的を更新しました。 p.2-4 

対象事業実施区域 
平面図、縦断図 

対象事業実施区域の平面図、縦断図を記載しま
した。 

p.2-6 

料金所の概要 
事業計画の進捗に伴い、料金所の概要を記載し
ました。 

p.2-7 

地球温暖化対策 
新たに「地球温暖化対策」の項を起こし、現時
点での方針等を記載しました。 

p.2-7 

生物多様性の保全 
新たに「生物多様性の保全」の項を起こし、現
時点での方針等を記載しました。 

p.2-7 

緑の保全と創造 
新たに「緑の保全と創造」の項を起こし、現時
点での方針等を記載しました。 

p.2-7 

計画を立案した経緯 
事業計画の進捗に伴い、旧上瀬谷通信施設の経
緯等を更新しました。 

p.2-9 

構造形式の選定 
配慮書段階における審査会等での指摘を踏ま
えて案④を設定し、４案で検討した旨を記載し
ました。 

p.2-10～2-16 

施工計画 
新たに「施工計画」の項を起こし、現時点での
工事概要等を記載しました。 

p.2-19～2-26 

地域の概況及び 
地域特性 

全般 
配慮書の公告・縦覧以降、既存資料が更新され
たものについては、既存資料の時点更新を行い
ました。 

p.3-1～3-173 

配慮指針に 
基づいて行った 
配慮の内容 

全般 
配慮市長意見書を踏まえ、配慮の内容を更新し
ました。 

p.4-1～4-12 

 

 




